
石川県食品安全安心対策懇話会委員 再公募要項 

 
１ 目的 

本県における食の安全・安心を確保するため、幅広く県民の意見を聴取し、施策

に反映させるため設置する、石川県食品安全安心対策懇話会（以下「懇話会」とい

う。）の委員を公募により選任し委嘱することを目的とする。 

 

２ 募集人数 

  １名 

 

３ 公募委員の概要 

（１）任期 

   令和５年４月１日から令和７年３月３１日までの２年間 

（２）義務 

公募委員は、自らの学識、経験等に基づき懇話会の会議に参加し、次の事項を

遵守する義務を負うものとする。 

① 公募委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。 

② 公募委員は、委員としての地位を政治的目的、営利目的、宗教的目的に利

用してはならない。 

③ 公募委員は会議中、議事を円滑に行うため座長の指示に従わなければなら

ない。 

（３）解嘱 

知事は、委嘱した公募委員が以下の事項に該当した場合や、その他委員として

適当でないと認めた場合には、委員を解嘱することができる。 

① 心身の故障その他事由により職務の執行ができないと認められるとき。 

② 職務上の義務違反があるとき。 

（４）謝金等 

懇話会に出席する場合は、県が定める謝金及び交通費を支払う。 

 

４ 応募資格 

委員の応募資格は、毎年２回程度、平日に開催される懇話会に出席できる者で、

次のいずれにも該当する者とする。 

（１）石川県内に在住する者 

（２）年齢が公募の日現在において満２０歳以上の者 

（３）国及び地方公共団体の議員でない者 

（４）石川県職員でない者 

（５）地方公務員法第１６条各号に掲げるものに該当しない者（成年被後見人等） 

（６）懇話会委員として推薦のある団体等の構成員でない者 

 

 



 

５ 申込み手続き 

（１）提出書類 

  委員に応募しようとする者は、次の書類を提出するものとする。 

① 応募申込書（別記様式） 

② 小論文（様式自由、８００字程度） 

テーマ「身近な食の安全・安心に関して思うこと」 

（２）提出先 

   石川県健康福祉部薬事衛生課食品安全対策室あてに、郵送または電子メールで

提出するものとする。 

 

６ 募集期間 

  募集期間は令和５年１月２５日（水）から令和５年２月１日（水）の１７時まで

とする。なお、郵送の場合は当日の消印を有効とする。 

 

７ 選定方法 

公募委員の選定は、「石川県食品安全安心対策懇話会における公募委員選定委員

会設置要綱」に定める選定委員会が行う。 

（１）提出された書類及び面接により選定を行い、最終的に選定委員会において公募

委員を選定する。 

（２）面接は令和５年２月１３日（月）１４：００に石川県庁行政庁舎で行う。 

（３）選定委員会において、適任者がいないと判断した場合、公募委員の委嘱は行

わない。 

 

８ 選定結果の通知 

  選定結果については、文書をもって、応募者全員に通知する。 

 

９ 成績の開示 

応募者の要望があれば成績は、石川県個人情報保護条例第２３条の規定に基づき

簡易開示を行う。 

 

１０ その他注意事項 

（１）提出した応募書類は返却しない。 

（２）公募委員に申し込みした時点で、委員の義務、解嘱事由に関する事項に同意し

たものとみなす。 

（３）応募に係る交通費等は自己負担とする。 

 

 


